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内部通報制度に関する規程 

 

新規 令和 4年 2月 19日 

 

 

第 1 章 総則 
（目的） 
第 1 条 この規程は、一般社団法人日本ろう者スキー協会（以下、「本協会」という）の倫理規程

等の諸規程または法令等に抵触する可能性のある事案に関する通報の適正な処理の仕組み

を定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって法人としての業務の適法、並びに事

業の安定的かつ継続的な進展に寄与することを目的とする。 
 
 

第 2 章 通報処理体制 
（名称） 
第 2 条 本規程において定める仕組みの名称を「内部通報窓口」とする。 
 
（内部通報窓口） 
第 3 条 内部通報の受付窓口は、別表の通りとする。 
 
（内部通報の方法） 
第 4 条 内部通報窓口への通報は、実名とし、加盟チーム名、連絡先を記載の上、電子メール、

Fax、郵便の何れかで行うものとする。 
２ 「内部通報談窓口」の利用方法は、本協会のホームページに掲載し、その周知を図るも

のとする。 
 
（利用者の範囲） 
第 5 条 「内部通報窓口」の利用者は、本協会役員、職員ならびに本協会加盟チームに登録して

いる強化指定選手（未成年者の親権者を含む）、強化スタッフ（コーチ、トレーナを含む）

（以下、本協会関係者という）とする。 
 
（通報の対象） 
第 6 条 内部通報窓口への通報の対象となる事案（以下「通報対象事案」という。）は以下のとお

りとする。 

（１） 公益通報者保護法別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実 

（２） 本協会が実施する事業において法令・本協会の諸規程に違反した事実 
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（不当な通報の禁止） 
第 7 条 通報は、本協会関係者における不正行為等が存在し、または存在すると合理的に信ずる

場合のみに行うものとし、個人的利益のみを図る目的、私怨または誹謗、中傷を目的とし

た通報は行ってはならない。  
 
（本協会の対応） 
第 8 条 「内部通報窓口」に通報された全ての通報対象事案は、倫理委員会に報告され、事務局

長と協議し、必要に応じて対応するものとする。 
２ 事務局長が通報対象事案にかかわりあう場合には、他の理事を会長が指名して、当該通

報対象事案に対応するものとする。 
 
（調査） 
第 9 条 通報された事項に関する事実関係の調査は会長の指示のもとに調査を行う、または必要

に応じて設置される倫理委員会が行う。 
２ 会長は、調査する内容によっては第三者による調査委員会を設置することができる。 

 
（協力義務） 
第 10 条 通報対象事案の対象とされた本協会関係者は、通報された内容の事実関係の調査に際し

て協力を求められた場合には、倫理委員会等による調査委員会に協力しなければならない。 
 
（通報者への報告） 
第 11 条 事務局長は必要に応じて、内部通報窓口を通じて通報者に対して、対応方針および対応

結果を報告するものとする。 
２ 第 8 条第 2 項に該当する通報対象事案においては、会長から指名された理事が前項の報

告をするものとする。 
 
（是正措置） 
第 12 条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、本協会は速やかに是正措置および再

発防止措置を講じなければならない。 
 
（処分） 
第 13 条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、本協会は当該行為に関与した者に対

し、定款、倫理規程、処分規程に従って、処分を科すことができる。 
 
 

第 3 章 当事者の責務 
（通報者の保護） 
第 14 条 本協会は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対するいかなる不利益と
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なる取り扱いも行わないように、適切な措置を講じ、また関係団体にこれを講じさせるも

のとする。 
２ 本協会は、通報者が通報等をしたことを理由として通報者に対し不利益となる取り扱い

や嫌がらせ等を行った者がいた場合には、本協会所定の規程等に従って、相当な処分を課

すことができるものとする。 
 
（守秘義務） 
第 15 条 本規程で定める通報対象事案に関与した全ての者は、調査対応において必要な場合を除

き、 通報者の氏名等個人の特定されうる情報、通報事項および調査内容を他に一切開示し

てはならない。 
 

第 4 章 雑則 
 
（規程外事項） 
第 16 条 この規程に定めのない事項については、事務局長と会長、副会長で決定する。 
 
（規程の改廃） 
第 17 条 この規程の改廃は、理事会において行う。 
 
付  則 

この規程は令和 4 年 2 月 19 日から施行する。 
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（別表 1） 
 
内部設置窓口（担当：倫理委員会） 
外部設置窓口（担当：本協会顧問弁護士 川上 大雅 先生） 


	（１） 公益通報者保護法別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実
	（２） 本協会が実施する事業において法令・本協会の諸規程に違反した事実

